
 

 

 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

 

 

神戸市では、長期的視点に立った都市の将来像と、その実現に向けての大きな道筋を「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」として定め、定期的に見直しを行っていま

す。 

 

また、このたび、都市づくりに関する総合的な計画として「神戸市都市づくりのマスタープラン」を策

定し、関連する計画を統合することとしており、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」について

も、その一部に位置づけます。 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を、「神戸市都市づくりのマスタープラン」の第１章、第２

章、第３章のうち３-１及び３-３～３-７に記載の事項の通り変更します。 
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第１章 都市づくりの基本的な考え方 

 

 

 

  

これからの神戸の都市づくり 

これからの神戸の都市づくりは、暮らす人・働く人・訪れる人・事

業者・行政などのさまざまな立場の人々が参画して、よりよいまち

にしていきたいという“まちへの想い”がつながり、多彩な空間を

かたちづくることを大切にします。 

空間づくりにあたっては、その場所に関わる人々と共に、「居心

地よく過ごせるかどうか」「新しい出会いや心躍る体験をできるか

どうか」といった、その場所で生まれる活動を思い描き、それを実

現する空間をつくるという視点を大切にします。 

そして、誰もが安全・安心・快適に住み続けられること、人・物・技

術・情報が集まり活力を生み出すこと、まち固有の魅力をまもり、

そだて、磨き上げ、活かすこと、環境と共生することにより、持続可

能な都市づくりを進めます。 



 

2 

 

１-１ 都市づくりの指針 

「これからの神戸の都市づくり」を進めていくにあたり、暮らす人・働く人・訪れる人・

事業者・行政など関係する一人ひとりが、どのように考えて取り組みを進めていけばよい

かを、「都市づくりの指針」としてまとめています。 

 

 

 

①さまざまなライフスタイルに合わせて、心豊かに暮らし続けられる環境をつくる 

神戸には、洗練された都会、人情味あふれる下町、公園や緑が充実したニュータウン、自

然を感じられる里山・農村など、さまざまなまちの顔があります。まちの特性に応じて、

ライフステージや価値観に合わせた多様な住まいや交流の場などを創出していくことで、

一人ひとりにあった“暮らしやすさ”を実現します。 

 

 

 

②どこにいても目的地へ気軽に移動できる環境をつくる 

神戸では、基幹となる鉄道網やそれを補完するバス路線などにより公共交通ネットワー

クを形成しています。公共交通の維持・充実と併せて、自家用車、自転車、新たなモビリ

ティなど、さまざまな移動手段を確保していくことで、誰もが目的や場所に合わせて移

動しやすい環境を実現します。 

 

 

 

③人・物・技術・情報が集まり、神戸経済を活性化する環境をつくる 

神戸では、重厚長大型の産業や、地場産業、医療産業など、さまざまな産業が都市の発展

を牽引しています。人・物・技術・情報が集積する環境をつくることで、既存の産業のさ

らなる発展や新産業の育成、それによる働く場の創出など、都市の活力を高めます。 

 

 

 

④開かれた玄関口から世界とつながり、交流を促進する環境をつくる 

神戸は、港を中心に交通の要衝として発展してきており、空港の国際化により国際都市

としての役割をさらに強めています。この強みをより一層発揮し、玄関口の利便性の向

上や広域的な交通ネットワークを強化することで、新たな国際ビジネスの展開や観光の

振興、多文化共生の実現など、国内外の交流を円滑にします。 
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⑤紡いできた多彩なまちの魅力を磨き、活かす 

神戸には、緑豊かな山、美しい海、里山・農村などの恵まれた自然環境や、変化に富んだ

特徴的なまちなみなど、特色ある魅力がたくさんあります。そこでの人々の活動も含め

て、まもり、そだて、磨き上げ、活かすことで、“まちの固有の魅力”をより一層高めます。 

 

 

 

⑥日常・非日常で魅力や発見にあふれ、人が集まる環境をつくる 

神戸は、住んでいる人は日々の生活のなかで新しい刺激を、訪れた人は初めて見る風景

にどこか懐かしさを感じる、日常と非日常が交わり続けるまちです。まちなかのさまざ

まな場所で、居心地のよい空間をつくることや思わず足を止めたくなるようなイベント

を催すことなどで、“多彩な表情を見せるまち”を育んでいきます。 

 

 

 

⑦自然と都市が循環・再生することで、暮らしにゆとりや潤いを感じる環境をつくる 

神戸は、市街地のすぐ近くに山や海、里山・農村などの豊かな自然が広がっており、さま

ざまな恵みを享受しながら共存しています。この豊かな自然をまもり、そだて、また、都

市との循環を生み出すことで、日々の暮らしにゆとりや潤いをもたらします。 

 

 

 

⑧激甚化・頻発化する災害に強くしなやかに備える 

神戸には、これまでさまざまな災害に見舞われ、そのたび乗り越えてきた力強さがあり

ます。その経験を活かして、市民や事業者、行政が力を合わせて、日頃からいざというと

きの備えを進めることで、あらゆる人々にとって安全・安心な暮らしを実現します。 
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１-２ 目指す都市構造 

神戸の持つ地理的特性や、これまでの都市づくりの歴史を踏まえ、神戸全体の都市空間

の骨組みとなる「都市構造」として、「ゾーン」、「拠点とネットワーク」、「エリア」、「わが

まち空間」を位置付け、将来にわたって持続可能な都市づくりを進めます。 

 

 

（１）神戸の特徴を踏まえた「３つのゾーン」 

神戸市は、神戸港を中心として市街地が発展し、郊外には鉄道などの公共交通を軸に

計画的な市街地が、その周辺には森林や里山・農村が広がっています。 

このようなまちの成り立ちや地理的特性を踏まえ、市域を「都心」「既成市街地・ニュ

ータウン」「森林・里山」の３つのゾーンに大別します。 

 

「都心」では、神戸空港の国際化や都心・三宮の再整備などを推進力に、都市の国際

競争力を強化し、周辺都市を含む圏域全体の発展を牽引するよう、業務・商業機能、文

化・交流機能、研究機能、防災機能などの多様な都市機能を集積させます。 

 

「既成市街地」は、新旧のまちなみが織りなす多彩な個性に磨きをかけ、価値観が多

様化していくこれからも選ばれるまちとなるよう、住む魅力・働く魅力・訪れる魅力を

高めます。また、郊外の「ニュータウン」などは、これまで築きあげてきたインフラを

活用しながら、駅周辺の利便性、産業団地や森林・里山との近接性を活かし、幅広い世

代が多様なライフスタイルに合わせて暮らしやすく働きやすい環境を充実させます。 

 

「森林」は、適切な森林整備と森林資源の有効活用を進め、自然の再生と都市との循

環を促進します。また、「里山」は、良好な営農環境・生活環境・自然環境を維持・活用

し、市街地との距離が近い神戸ならではの里山暮らしを促進します。 

 

それぞれのゾーンが個性を研ぎ澄ませて成長し、他のゾーンと関わりあいながら、成

長を高めあうことで、神戸市全体、ひいては周辺の都市も含めた圏域の相乗的な発展（シ

ナジーの発揮）を目指します。 
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（２）都市の骨格を形成する「拠点とネットワーク」 

・多様な都市機能の集積を図る拠点 

三宮駅周辺を「都心核」と位置付け、神戸の象徴となる新たな駅前空間を創出すると

ともに、業務・商業機能、文化・交流機能、防災機能などの都市機能を高度に集積しま

す。新神戸・元町・神戸駅周辺や港・空港周辺を「都心拠点」と位置付け、多様な都市

機能の集積を進めます。 

また、地域の都市活動や文化活動を支える駅周辺を「地域拠点」と位置付け、商業・

業務機能、文化・交流機能、住機能などの充実を進めます。 
 

・陸・海・空の総合的な交通ネットワーク 

  市内外や世界との人・物・技術・情報の交流を促進するため、広域的な道路や、陸・

海・空の玄関口である三宮・新神戸・神戸港・神戸空港の機能強化を図るとともに、こ

れらと有機的に連携した都市内の道路ネットワークや公共交通ネットワークの形成・維

持・充実を進めます。 

 

（３）都市の競争力や魅力を高める「エリア」 

・都市に活力をもたらす産業・物流・知識創造のエリア 

  製造業・物流業などの基幹産業が集積する臨海部や内陸産業団地周辺、国際コンテナ

戦略港湾である神戸港、大学や研究機関が集積するポートアイランドなどを、神戸経済

を支える「産業・物流・知識創造のエリア」と位置付け、神戸の強みである港湾機能や

充実した交通ネットワークを活かし、さらなる企業などの集積やイノベーションの創出

を進めます。 
 

・都市のシンボルとなる自然のエリア 

  神戸の都市のシンボルとなっている六甲山系や須磨～舞子海岸を「自然のエリア」と

位置付け、豊かな自然環境や景観を保全・育成するとともに、緑や海辺が持つ多様な機

能を活用した魅力的な空間づくりを推進します。 

 

（４）質の高い多様な「わがまち空間」 

神戸は、人情味あふれる下町や公園・緑が充実したニュータウンなど、さまざまな個性

を持つまちで都市空間が構成されています。日常生活において、わがまちと認識できる身

近な範囲を「わがまち空間」と位置付け、それぞれのまちに関係するさまざまな関係者が

連携し、住環境や交通環境などの充実に取り組むとともに、それぞれのまちが持つ特徴や

個性を研ぎ澄ませて、質の高い多様な「わがまち空間」をつくります。このような「わが

まち空間」が相互に関わりあいながら連なることで、多彩な魅力を持った都市空間を構築

します。 
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１-３ 実現に向けて 

  神戸市では、地域の皆さんと行政との「協働と参画」により、よりよい住環境への改善

や魅力的なまちなみの誘導など、それぞれの地域の特徴を活かしたまちづくりを進めてい

ます。阪神・淡路大震災からの復興のなかでも、この「協働と参画」のまちづくりが大き

な役割を果たしました。 

これからは、都市空間をマネジメントするという視点から、「協働と参画」のまちづく

りをさらに進展させ、暮らす人・働く人・訪れる人・事業者・行政など多様な主体が参画

し、さまざまなきっかけややりかたで、それぞれが主体的にできることから取り組み、そ

れらを組み合わせることで、多様な価値観を包摂する持続可能なまちづくりを進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図：多様な主体が参画するまちづくりの進め方のイメージ 
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［既存ストックの利活用］ 

道路や公園、広場などを活動しやすく居心地がよい魅力ある空間にすることや、空き

家・空き地、民地のオープンスペースなどをまちに新たな彩りを生み出す空間にするこ

となど、既存ストックを柔軟に利活用したまちづくりに、官・民が連携して取り組んで

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［まちづくり DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進］ 

市民のニーズや社会経済情勢の変化を的確に捉えた戦略的な施策立案や、市民や事業

者など多様な関係者が社会課題の解決に取り組むにあたり、AI やビッグデータなどのデ

ジタル技術を活用し、まちづくり DX を推進します。 

  

図：既存ストックを柔軟に利活用したまちづくり 
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第２章 区域区分の決定の方針 

２-１ 区域区分の決定の有無 

優良な農地が多く残る里山・農村や、六甲山系をはじめとする自然環境が豊かな森林を

計画的に保全・育成し、秩序あるまちづくりを進めるため、神戸都市計画区域において市

街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めます。 

 

２-２ 区域区分の方針 

（１）市街化区域に配分されるべきおおむねの人口 

神戸都市計画区域のおおむねの人口を次の通り想定します。 

区  分 2020 年 2035 年 

都市計画区域内人口 1,527 千人 おおむね 1,368 千人 

市街化区域内人口 1,502 千人 おおむね 1,352 千人 

なお、2035 年の市街化区域内人口は、保留する人口を含むものとします。 

 

（２）産業の規模 

神戸都市計画区域の産業の規模を次の通り想定します。 

区  分 2020 年 2035 年 

製造品出荷額など 34,090 億円 41,677 億円 

商品販売額 61,634 億円 65,906 億円 

 

（３）市街化区域のおおむねの規模 

神戸都市計画区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況および動向

並びに計画的市街地整備の見通しを勘案し、市街化区域のおおむねの規模を次の通り想定

します。 

 

区  分 2020 年 2035 年 

市街化区域面積 おおむね 20,395ha おおむね 20,333ha 

（注）市街化区域面積は、保留フレームに対応する市街化区域面積を含まない。 
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（４）区域区分の変更の方針 

①市街化調整区域への編入 

農地や山林などの自然と調和したゆとりある土地利用を行う区域、市街地に隣接した山

林などで自然環境の保護や都市の防災性の向上を図ることが望ましい区域は、市街化調整

区域に編入します。 

また、計画的なまちづくりに時間を要し、市街化区域のままでは無秩序な開発が進む恐れ

がある区域は、暫定的に市街化調整区域（以下「暫定市街化調整区域」という。）に編入し

ます。具体的には、北区山田町原野地区を引き続き暫定市街化調整区域に位置付けます。 

 

②市街化区域への編入 

人口減少や少子高齢化の進行などの社会経済情勢の変化を踏まえ、環境への負荷を軽減

しながら都市の持続的な発展を維持し、活力があり、快適で暮らしやすい都市空間の形成

を目指すため、原則として住宅開発などによる市街化区域の拡大を抑制します。 

本マスタープランなどに位置付けがあるなど、事業の妥当性が認められ、計画的なまち

づくりの実施が確実と認められる区域は、農林漁業などとの調整を図った上で市街化区域

に編入します。ただし、まちづくりの実現に時間を要する区域は、特定保留区域に位置付

けます。具体的には、主に住宅市街地として整備を図る垂水区多聞町小束山地区と、回遊

性の向上やにぎわい施設の導入など複合的な機能の整備を図る中央区波止場町地区を、特

定保留区域に位置付けます。 

暫定市街化調整区域および特定保留区域については、計画的なまちづくりの実現が確実

になった段階で、農林漁業などとの調整を図った上で市街化区域に編入します。 
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第３章 都市づくりの方針 

３-１ 土地利用に関する方針 
 

 

  

（１）市街化区域の土地利用 

・住宅地では、一人ひとりにあった“暮らしやすさ”を実現するため、ライフステージや価値観に合わせた多様な住ま

いや働く場、生活に必要な身近なサービス機能、交流の場などを誘導します。 

・三宮周辺では居住機能を抑制し、都心部と郊外などでのバランスのとれた住宅の供給を誘導します。 

・主要な鉄道駅周辺などの複合機能地では、住機能、商業・業務機能、行政機能、文化・教育環境など、多様な都市機

能の充実を進めます。 

・三宮周辺やウォーターフロント、ポートアイランドなどの高度業務・商業地では、圏域全体の発展を牽引する業務・商

業機能の高度な集積を進めます。 

・臨海部や内陸部の産業団地などの工業・流通業務地では、人・物・技術・情報が集積する環境をつくり、既存の産業

の発展や新産業の育成、それによる働く場の創出などにより、神戸経済を牽引するエリアを形成します。 

（２）市街化調整区域の土地利用 

・自然環境の保全・育成を図るとともに、農村環境など地域特性を活かした秩序ある土地利用を誘導します。里山・農

村では、豊かな自然や農地に囲まれながら都市的で便利な生活ができる神戸ならではの「里山暮らし」を促進しま

す。六甲山系においては、遊休施設などを利活用した観光・業務機能などを誘導します。 
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（１）市街化区域の土地利用 

市街化区域では、「住宅地」「複合機能地」「高度業務・商業地」「工業・流通業務地」に

区分し、きめ細やかに土地利用を誘導することにより、都市機能の維持・強化を目指しま

す。 

 

① 住宅地 

戸建住宅や共同住宅などの住宅を主体とする市街地を「住宅地」として位置付けます。 

住宅地では、子育て世代から高齢者まであらゆる人々が快適に住み続けられる住環境を

目指し、それぞれの地域の特性に応じて、きめ細やかに建築物の高さや規模、用途などを

誘導するとともに、緑化を促進し、緑豊かなまちなみを形成します。 

特に、良好な既存ストックの活用や居住ニーズに対応した住宅の供給、働きながら子育

てができる環境づくり、生活に必要な身近なサービス機能やアクセス機能の確保・充実、

交流の場づくりを誘導し、それぞれの地域の魅力を高めていきます。 

さらに、住宅地に残る身近な農地については、計画的な保全を図り、農業と調和したゆ

とりある良好な都市環境を形成します。 

 

② 複合機能地 

  六甲山系南側の鉄道・幹線道路沿いや、郊外の主要な鉄道駅の周辺などで、住機能をは

じめ商業・業務機能、行政機能、文化・教育機能、産業機能などのさまざまな都市機能が

集積している市街地を「複合機能地」として位置付けます。 

複合機能地では、地域の魅力や活力、利便性の向上を図るため、多様な都市機能を強化

するとともに、地域の特性に応じてきめ細やかに土地利用を誘導します。 

六甲山系南側の鉄道・幹線道路沿いでは、商店街や地場産業と連携したまちづくりや、

商業・業務機能、文化・教育機能などの集積を進めます。 

「地域拠点」である鉄道駅周辺などでは、商業・業務機能、住機能、行政機能の充実や、

文化・子育て環境の充実、にぎわいの創出に取り組みます。これに加え、隣接市との連携

機能を有する駅周辺では、ターミナル機能の強化を図ります。 

住宅・店舗・工場などが共存している地域では、工場などの操業環境を守りながら住宅

などの適切な立地を誘導し、住宅・商業・工業の調和のとれた市街地を形成します。 

神戸空港島では、空港の国際化を契機に、成長・先端産業の集積や、さまざまな来訪者

を受け入れる、魅力的でにぎわいのある土地利用を図ります。 

 

③ 高度業務・商業地 

神戸の中心地で、多くの公共交通機関が集まり、業務・商業機能、文化・交流機能、行

政機能など多様な都市機能が高度に集積している三宮周辺・ウォーターフロントや、医療

産業など戦略産業が集積しているポートアイランドなどを「高度業務・商業地」として位

置付けます。 

三宮周辺では、多様な都市機能と居住機能とのバランスのとれた魅力と活気あふれる都

心づくりに向けて、居住機能を一定抑制し、民間事業による都市機能の集積を誘導します。

また、ウォーターフロントでは、海辺と一体となった新たなにぎわい空間の創出に向けて、
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戦略的に土地利用を誘導します。 

ポートアイランドでは、神戸医療産業都市の推進などにより、ライフサイエンス分野な

どの企業・研究機関などが国内外から集積・交流する知的創造の場を形成します。 

また、都市機能の集積・更新を図るため、税制優遇などによる企業誘致や、都市再生特

別地区・高度利用地区などによる土地の高度利用など、さまざまな制度の活用を進めると

ともに、社会経済情勢や市民ニーズの変化を踏まえた柔軟な土地利用の見直しを行います。 

 

④ 工業・流通業務地 

製造業・物流業などの基幹産業が集積する臨海部や内陸部産業団地周辺、国際コンテナ

戦略港湾である神戸港などを、「工業・流通業務地」として位置付けます。 

工業・流通業務地では、神戸空港の国際化や広域圏幹線道路の整備などの契機を活かし

て、さらなる産業集積と機能強化を図り、神戸に活力をもたらす都市空間を形成します。 

臨海部では、産業構造の変化にも対応できる工業・流通業務地として、機能強化を進め

ます。 

内陸部産業団地周辺では、充実した交通ネットワークなどを活かして、さらなる産業機

能の集積を進めます。 

さらに、事業者のニーズを的確に把握しながら、IT、航空・宇宙、医療、新エネルギーな

ど成長期待分野の産業集積に戦略的に取り組んでいきます。 

 

（２）市街化調整区域の土地利用 

市街化調整区域では、「森林」「里山・農村」に区分し、市街化を抑制し、緑豊かな自然

環境の保全・育成を図るとともに、農村環境など地域特性を活かした秩序ある土地利用を

誘導します。また、それらの環境との調和を図りながら、高速道路のインターチェンジ周

辺での物流施設の立地制限の緩和や、圏域の都市機能を維持するための隣接市町と連携し

た機能配置など、社会経済情勢の変化を踏まえた土地利用を誘導します。 

「森林」では、自然環境・景観に優れた六甲山系や帝釈山地、雄岡山・雌岡山周辺など

の都市の骨格を形成する貴重な緑地について、「緑地の保全、育成及び市民利用に関する

条例」に基づき、みどりの聖域として、良好な緑地環境や風致の保全・育成を図ります。

特に大都市近郊にありながら豊かな自然が保全されている六甲山系においては、森林整備

などを進めることで防災機能の強化を図りつつ、六甲山の魅力を活かし、遊休施設などを

利活用した観光機能・都市型創造産業の誘導や、公共交通の利用促進を図ります。 

「里山・農村」では、人と自然とが共生する農村地域の活性化を図るため、「人と自然と

の共生ゾーンの指定等に関する条例」に基づき、協働と参画による里づくりをさらに進め

ます。豊かな自然や農地に囲まれながら都市的で便利な生活ができる神戸ならではの「里

山暮らし」を促すため、茅葺き民家などの地域資源や、空き家・耕作放棄地などを活用し、

移住や起業、農家レストラン・カフェなどの立地をしやすい環境づくりを進めます。 
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３-３ 都市交通に関する方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）市内外や世界との交流を促進する交通環境の形成 

・市内外や世界の人々との交流を促進するため、三宮や新神戸、神戸港、神戸空港など陸・海・空の玄関口の機能強化

や、海、まち、山をつなぐ南北交通軸の機能強化を進めます。 

（２）共創の取り組みによる持続可能な交通環境の形成 

・使う人や場所に応じた快適な移動を実現するため、地域特性に応じた持続可能な公共交通ネットワークの形成や、駅・

バス停周辺の交通結節機能の強化、誰もが利用しやすい交通環境の形成を進めます。 

（３）都市・地域間の人・物・技術・情報の交流を促進する道路環境の形成 

・都市・地域間の移動や交流を促進するため、主要幹線道路ネットワークの形成を進めるとともに、渋滞対策や自転車走

行空間の整備などによる快適な道路環境の形成に取り組みます。 

（４）人と公共交通が中心の都心の交通環境の形成 

・都心の回遊性を高め、にぎわいや活力を生み出すため、駅とまちをつなぎ、神戸の玄関口にふさわしい空間「えき≈ま

ち空間」を創出するとともに、多様な交通手段の導入や魅力的な道路環境の利活用を推進することで、人と公共交通

が中心の居心地がよく歩きたくなる交通環境の形成を進めます。 
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（１）市内外や世界との交流を促進する交通環境の形成 

①広域的な交通拠点の機能強化 

   市内外や世界との円滑な交流を促進するため、陸・海・空の玄関口である三宮・新神

戸・神戸港・神戸空港について、乗り換え利便性の向上や、玄関口にふさわしい空間づ

くりなど、広域的な交通拠点としての機能強化を図ります。 

 

➁｢海､まち､山｣をつなぐ交通軸の機能強化 

  海、まち、山が共存する神戸の特性を活かし、都心内や自然のエリアを快適に巡れる

よう、陸・海・空の玄関口を結ぶアクセス機能の強化とともに、六甲山上へつなぐ南北

交通軸や山上の交通機能の強化を図ります。 

 

（２）共創の取り組みによる持続可能な交通環境の形成 

①持続可能な公共交通ネットワークの形成 

   鉄道網を基幹交通とし、バス路線が補完（フィーダー）する役割分担を基本としつつ、

地域特性に応じた持続可能な公共交通ネットワークの形成を図ります。 

地域の需要を踏まえ、バス路線や車両の適正化を図るとともに、交通が不便な地域に

おいては、地域・事業者と協働して、地域コミュニティ交通の導入や、地域の輸送資源

の活用など、多様な交通手段を検討することで、地域の足を確保していきます。 
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➁駅やバス停周辺の交通結節機能の強化 

   駅周辺のリノベーションにより、交通結節機能の強化や駅前空間の高質化などに取り

組みます。 

   また、自動車や自転車などで駅やバス停にアクセスしやすい交通環境の形成や、バス

停の待合環境の充実を図ります。 

 

③誰もが使いやすい交通環境の形成 

安全・安心で誰もが利用しやすい交通環境や交通サービスの実現に向けた取り組みや、

自動車から公共交通への利用転換など、環境に配慮した取り組みを推進します。 

また、新たなテクノロジーの導入による交通課題の解決や利便性向上に向けた検討を

進めます。 

 

（３）都市・地域間の人・物・技術・情報の交流を促進する道路環境の形成 

①主要幹線道路ネットワークの形成 

国、県や高速道路会社との連携のもと、広域圏幹線道路の整備に取り組みます。また、

都市内幹線道路・補完的幹線道路について、社会経済情勢の変化に応じて適時適切な計

画の見直しを行いつつ、今後の整備予定を示しながら、着実な整備に取り組みます。 

 

➁快適な道路環境の形成 

   慢性的な渋滞が発生している道路の交通流を円滑化する対策や、まちの課題解決に必

要であるとの合意形成が図られた生活幹線道路の整備を推進します。また、自動車の駐

車実態を考慮しながら、まちづくりと連携した駐車場施策を進めるとともに、自転車や

歩行者の安全性・快適性の向上を目指し、自転車走行空間の整備を行います。 

 

（４）人と公共交通が中心の都心の交通環境の形成 

①都心の駅周辺再整備 

  「都心核」である三宮駅周辺では、６つの駅・バス乗降場と周辺のまちを一体的につ

なぐ空間を「えき≈まち空間」と名付け、神戸の玄関口にふさわしい空間を創出します。 

「都心拠点」である元町駅や神戸駅、新神戸駅の駅周辺では、人がにぎわう駅前空間

の創出や、周辺のまちへの回遊性の向上に取り組みます。 

 

➁都心の回遊性を高める交通環境の形成 

  神戸の都心を居心地がよく歩きたくなるエリアとしていくため、通過交通などの過度

な自動車の流入を抑制し、都心の道路空間を車中心から人中心の空間に転換する取り組

みを進めます。 

また、歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）制度などを活用した道路空間の利活用

を推進することで、魅力的なにぎわいを創出し、まちの活性化を図り、道路から暮らし

の豊かさを感じることの出来る魅力ある空間づくりを進めます。 

都市の魅力と回遊性を向上する LRT・BRT の導入検討を進めるとともに、シェアサ

イクルなど、移動の利便性を高めるような多様なモビリティの導入を促進します。 




